
平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

Ⅰ．平成26年～29年の対応方針において、平成30年（度）中に「結論を得
る」等とされたもの
※前回会議（平成30年６月29日）までに結論を報告したものを除く。

○平成26年対応方針

No. 事項 関係府省 26年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

１

地域産業資源活用事
業計画の認定権限等
の都道府県への移譲
（中小企業による地域
産業資源を活用した事
業活動の促進に関する
法律）

経済産業省

地域産業資源活用事業計画の認定
（６条１項）については、国と都道府
県の連携強化を図るため、都道府県に
対し、事業実施主体から提出された地
域産業資源活用事業計画に係る情報提
供を、原則として経済産業局に事前相
談があった段階で行うとともに、各経
済産業局が設置している評価委員会に
関係都道府県が構成員として参画し、
認定の判断に主体的に関与できること
などを、平成26年度中に通知する。そ
の上で、都道府県への権限移譲につい
ては、平成29年度までの法施行状況を
検証し、その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

通知については、「中小企業による地域
産業資源を活用した事業活動の促進に関す
る法律に基づく地域産業資源活用事業計画
の認定に係る都道府県との情報共有等につ
いて」（平成27年２月27日付け中小企業庁
経営支援部創業・新事業促進課通知）によ
り実施済み。
なお、都道府県への権限移譲については、

引き続き平成29年度末までの法施行状況等
について現在検証しているところであり、
平成30年度内を目途に結論を得る。

（1）国から地方公共団体への事務・権限の移譲等
① 産業振興

資料４
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平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

No. 事項 関係府省 26年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

２

町村の都市計画の決
定に関する都道府県
の同意の廃止
（都市計画法）
※資料２ 重点事項15

国土交通省

町村の都市計画の決定又は変更に
係る都道府県知事への同意を要する
協議（19条３項（21条２項で準用す
る場合を含む。））については、制
度の運用実態等を調査し、その結果
等を踏まえて検討し、平成27年中に
結論を得る。

＜27年対応方針＞
町村の都市計画の決定又は変更に

係る都道府県知事への同意を要する
協議（19条３項（21条２項で準用す
る場合を含む。））については、運
用指針で定められた協議に当たって
の留意事項の定着状況を踏まえ、都
道府県知事同意について、平成30年
までに、町村の自主性を尊重する観
点に留意し、廃止を含め、結論を得
る。

平成28年４月１日に都市計画決定等手続に
おける都道府県知事と市町村との協議に当
たっての留意事項を明確化するため都市計画
運用指針を改正した。
都道府県に対し、平成28年10月に各自治体

における協議ルールの策定状況等の調査を実
施し、平成29年６月に都市計画運用指針の改
正を踏まえた都市計画決定等手続における都
道府県知事と市町村との協議の状況に係る調
査を実施した。
また、町村に対し、平成29年８月に都市計

画決定等手続における都道府県知事と町村と
の協議の状況に係る調査を実施した。
さらに、平成29年10月に開催された第67回

内閣府地方分権改革有識者会議提案募集検討
専門部会における有識者の指摘を踏まえ、都
道府県及び町村に対し、平成29年12月に都市
計画運用指針改正を踏まえた協議の状況に係
る追加調査を実施した。加えて、当該有識者
の指摘及び平成29年12月に実施した追加調査
の結果を踏まえ、市に対し、平成30年３月に
都市計画運用指針改正を踏まえた都道府県知
事との協議の状況に係る調査を実施した。

（２） 義務付け・枠付けの見直し等

① 土地利用（農地除く）
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平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

① 産業振興
（１）国から地方公共団体への事務・権限の移譲等

No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

３

事業協同組合等の設立
認可等に関する事務の
都道府県への権限移譲
（中小企業等協同組合法
及び中小企業団体の組織
に関する法律）

経済産業省
国土交通省

【経済産業省】
事業協同組合等に係る認可等の事務・権限

（二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組
合等であって地方経済産業局の所管に係るもの
に関する事務・権限に限る。）については、都
道府県に移譲する方向で、移譲後も実効性のあ
る監督体制が整備できるか確認しつつ、関係す
る都道府県が連携する仕組みを整備すること等
について検討し、平成30年中に結論を得る。そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【国土交通省】
事業協同組合等に係る認可等の事務・権限

（二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組
合等であって地方運輸局又は地方整備局の所管
に係るものに関する事務・権限に限る。）につ
いては、関係する都道府県が連携する仕組みを
整備することにより実効性のある監督体制が整
備できるか確認しつつ、都道府県に移譲するこ
とについて検討し、平成30年中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

権限移譲に関する課題等を把
握するため、アンケート調査を
実施し、その回答結果を集計。
（平成29年11月アンケート実施、
平成29年12月～平成30年１月）

現在、地方や関係団体等から
聴取した意見を踏まえて方針を
検討中。

○平成28年対応方針
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No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

４

指定管理鳥獣捕獲等事
業に係る実包の譲り受
けの許可の廃止
（火薬類取締法）

警察庁
経済産業省
環境省

火薬類の譲受の許可（17条）につい
ては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律（平14法88）14
条の２に基づく指定管理鳥獣捕獲等事
業における火薬類の管理状況等の実態
調査を行った上で、装薬銃を用いて当
該事業を行う捕獲従事者に係る実包の
譲受の規制の在り方について検討し、
平成30年中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

本提案に係る検討に必要な実態把
握を図るため、各都道府県地方分権
改革担当部局及び同指定管理鳥獣捕
獲等事業実施担当部局宛てに「指定
管理鳥獣捕獲等事業における実包等
使用の実態調査について」平成30年
５月11日付け関係省庁連名事務連
絡）を発出し、平成29年度の当該事
業における実包等使用に係る実態調
査を実施中である。

上記実態調査結果を踏まえ、装薬
銃を用いて当該事業を行う捕獲従事
者に係る実包の譲受の規制の在り方
について検討し、平成30年中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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（２） 義務付け・枠付けの見直し等

① 産業振興



No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

５

放課後児童支援員認定
資格研修の受講免除
（児童福祉法）
※資料２ 重点事項４

厚生労働省

放課後児童支援員認定資格研修（放課
後児童健全育成事業の設備及び運営に関
する基準（平26厚生労働省令63）10条３
項。以下「認定資格研修」という。）の
実施等については、以下のとおりとする。
・受講科目及び経過措置の在り方につい
ては、同省令に係る平成31年度までの
経過措置期間（同省令附則２条）を踏
まえ、認定資格研修及び子育て支援員
研修の実施状況に係る調査を行った上
で、平成30年度までに結論を得る方向
で検討する。その結果に基づいて平成
31年度までに必要な措置を講ずる。

＜29年対応方針＞
上記のほか、当該事業の実施について

は、以下のとおりとする。
・認定資格研修の経過措置については、
当該研修の受講状況を踏まえ、経過措
置期間終了後も継続した放課後児童ク
ラブの実施体制が維持されることを念
頭に、今後経過措置期間をどのように
扱うかを含め検討を行い、平成30年度
中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

受講科目及び経過措置の在り方に
ついては、同省令に係る平成31年度
までの経過措置期間（放課後児童健
全育成事業の設備及び運営に関する
基準の附則２条）を踏まえ、認定資
格研修及び子育て支援員研修の実施
状況に係る調査結果を踏まえ、平成
30年中に結論を得られるよう検討す
る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

省令附則第２条の経過措置の見直
しについては、放課後児童支援員認
定資格研修の受講状況を踏まえ、実
施の是非について検討を進める。

② 医療・福祉

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

６

放課後児童支援員
研修の受講要件の
緩和
（児童福祉法）

厚生労働省

放課後児童支援員認定資格研修（放課後児童健全育
成事業の設備及び運営に関する基準（平26厚生労働省
令63）10条３項。以下「認定資格研修」という。）の
実施等については、以下のとおりとする。
・子育て支援員研修修了者が認定資格研修の受講に必

要とされる実務経験の短期化については、認定資格
研修及び子育て支援員研修の実施状況に係る調査を
行った上で、平成30年度までに結論を得る方向で検
討する。その結果に基づいて平成31年度までに必要
な措置を講ずる。

＜29年対応方針＞
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下

のとおりとする。
・子育て支援員研修（放課後児童コース）修了者が放

課後児童支援員認定資格研修（同省令10条３項。以
下この事項において「認定資格研修」という。）の
受講に必要とされる実務経験については、平成30年
度中に結論を得る方向で検討する。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

・認定資格研修の受講科目については、認定資格研修
及び子育て支援員研修の実施状況に係る調査を踏ま
え、子育て支援員研修（放課後児童コース）修了者
及び児童厚生員研修修了者について重複する科目を
一部免除することについて検討し、平成30年度中に
結論を得る方向で検討する。その結果に基づいて平
成31年度までに必要な措置を講ずる。

実務経験の短期化について、
認定資格研修及び子育て支援員
研修の実施状況に係る調査結果
を踏まえ、結論を得る方向で検
討し、その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

受講科目及び経過措置の在り
方について、認定資格研修及び
子育て支援員研修の実施状況に
係る調査を行った上で、結論を
得る方向で検討し、その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

6

② 医療・福祉



平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

① 産業振興
（１）国から地方公共団体への事務・権限の移譲等

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

７

経営革新等支援機関に
係る認定権限の都道府
県知事への移譲
（中小企業等経営強化
法）

金融庁
経済産業省

認定経営革新等支援機関（21条）につい
ては、国、都道府県及び認定経営革新等支
援機関間の連携強化を図るため、中小企業
支援施策や認定経営革新等支援機関制度を
活用した優良な支援事例等を意見交換する
仕組みの構築について検討し、平成30年度
中に結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

国、都道府県及び認定経営革
新等支援機関間の連携強化を図
るため、中小企業支援施策や認
定経営革新等支援機関制度を活
用した優良な支援事例等を意見
交換する仕組みの構築について
検討し、平成30年度中に結論を
得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

○平成29年対応方針
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No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

８
国定公園の公園計画変更
に係る事務権限の移譲
（自然公園法）

環境省

国定公園に関する公園計画の変更
（８条２項）については、公園計画に
基づく事業に係る既存施設の業態を変
更する際に、都道府県による機動的な
対応ができない場合があるという問題
を踏まえ、全国の国定公園の事例や、
都道府県の意見等を踏まえつつ、施行
令１条各号の同一の号に定められてい
る施設間の業態変更の場合に公園計画
の変更を不要にすることの可能性など
も含めて、公園事業となる施設の種類
を公園計画においてどのように扱うか
について検討し、平成30年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

自然公園法施行令１条各号の同一
の号に定められている施設間の業態
変更に係る実情や意見等について、
国定公園が立地する都道府県に対し
て照会を実施中。

今後は、全国の国定公園の事例や、
都道府県の意見等を踏まえつつ、施
行令１条各号の同一の号に定められ
ている施設間の業態変更の場合に公
園計画の変更を不要にすることの可
能性なども含めて、公園事業となる
施設の種類を公園計画においてどの
ように扱うかについて引き続き検討
し、平成30年度中に結論を得る。

② 環境・衛生

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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（２）都道府県から市町村への事務・権限の移譲等
① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

９

介護サービス事業者の
業務管理体制の整備に
関する届出受理等事務
の都道府県から中核市
への移譲
（介護保険法）

厚生労働省

指定居宅サービス事業者、指定地
域密着型サービス事業者、指定居宅
介護支援事業者、指定介護予防サー
ビス事業者、指定地域密着型介護予
防サービス事業者及び指定介護予防
支援事業者並びに指定介護老人福祉
施設及び介護老人保健施設の設置者
の業務管理体制の整備に関する事項
の届出の受理等（115条の32から115
条の34）に係る事務・権限について
は、条例による事務処理特例制度
（地方自治法（昭22法67）252条の
17の２第１項）により中核市に権限
を移譲することが可能であることを、
地方公共団体に平成29年度中に周知
する。また、当該権限を中核市に移
譲することの必要性については、同
制度の運用状況や中核市の意見等を
踏まえつつ検討し、平成30年中に結
論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

平成30年２月６日開催の都道府県・政
令市・中核市を対象とした業務管理体制
検査担当職員研修において、事務処理特
例制度を活用することができる旨周知を
行った。
権限の移譲については、当該事務権限

を中核市に移譲することの必要性につい
て、同制度の運用状況や中核市の意見等
を踏まえつつ検討し、平成30年度中に結
論を得ることとしている。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

9



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

10

指定難病・小
児慢性特定疾
病医療費申請
においてマイ
ナンバー制度
を活用した情
報連携項目の
追加
（行政手続に
おける特定の
個人を識別す
るための番号
の利用等に関
する法律）

内閣官房
内閣府
総務省
厚生労働省

（ⅰ）児童福祉法（昭22法164）による小児慢性特定疾病医療費
の支給に関する事務（別表２の９）については、当該事務を
処理するために必要な特定個人情報に、医療保険給付関係情
報を追加することとし、その旨を地方公共団体に周知する。
また、当該事務において個人の収入の状況を把握するに当

たり必要な情報のうち、児童福祉法施行規則（昭23厚生省令
11）７条の５に規定する給付であって、情報連携の対象と
なっていない給付（船員保険法（昭14法73）による障害年金
及び障害手当金、労働者災害補償保険法（昭22法50）による
障害補償給付及び障害給付並びに国家公務員災害補償法（昭
26法191）に基づく障害補償）に係る情報について、地方公共
団体における円滑な事務処理に配慮しつつ、申請手続におけ
る申請者の負担を軽減する方策について検討し、平成30年中
に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

（ⅱ）難病の患者に対する医療等に関する法律（平26法50）に
よる特定医療費の支給に関する事務（別表２の119）について
は、当該事務を処理するために必要な特定個人情報に、医療
保険給付関係情報を追加することとし、その旨を地方公共団
体に周知する。
また、当該事務において個人の収入の状況を把握するに当

たり必要な情報のうち、難病の患者に対する医療等に関する
法律施行規則（平26厚生労働省令121）８条に規定する給付で
あって、情報連携の対象となっていない給付（船員保険法
（昭14法73）による障害年金及び障害手当金、労働者災害補
償保険法（昭22法50）による障害補償給付及び障害給付並び
に国家公務員災害補償法（昭26法191）に基づく障害補償）に
係る情報について、地方公共団体における円滑な事務処理に
配慮しつつ、申請手続における申請者の負担を軽減する方策
について検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

（ⅰ）前段 地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
（平成30年法律第66号）を施行。
（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律を一部改正し、児童福祉法に
よる小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務につ
いて、当該事務を処理するために必要な特定個人情報
に、医療保険給付関係情報を追加。）

（ⅰ）後段 厚生労働省において障害年金等に関する情
報について必要な措置を検討中。
（※平成30年８月１日付け健難発0801第４号厚生労

働省健康局難病対策課長通知文書「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（マイナンバー法）に基づく情報連携の対象となっ
ていない給付を受ける医療費支給認定保護者に係る小
児慢性特定疾病医療費の支給認定事務の取扱いについ
て」にて公用照会の照会様式を定め、具体的な事務フ
ローについて、地方公共団体に対し周知済み。）

（ⅱ）前段 地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
（平成30年法律第66号）を施行。
（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律を一部改正し、難病の患者に
対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に
関する事務について、当該事務を処理するために必要
な特定個人情報に、医療保険給付関係情報を追加。）

（ⅱ）後段 厚生労働省において障害年金等に関する情
報について必要な措置を検討中。
（※平成30年８月１日付け健難発0801第５号厚生労

働省健康局難病対策課長通知文書「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（マイナンバー法）に基づく情報連携の対象となっ
ていない給付を受ける指定難病患者に係る特定医療費
の支給認定事務の取扱いについて」にて公用照会の照
会様式を定め、具体的な事務フローについて、地方公
共団体に対し周知済み。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

10

（３） 義務付け・枠付けの見直し等



No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

11

児童手当における学校給食
費の徴収権限の強化
（学校給食法、児童手当法）
※資料２ 重点事項11

内閣府
文部科学省

学校給食費（11条２項）の徴
収に係る地方公共団体の権限に
ついては、地方公共団体による
学校給食費の強制徴収を可能と
する方向で検討し、平成30年中
に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

学校給食費を強制徴収可能な公債権とす
ることについての法制的な整理を検討中。
引き続き、平成30年中に法改正等の対応

の方向性について結論を得るべく、検討を
行う。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

11

① 医療・福祉



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

12

保育所等における保育教
諭の配置基準の緩和
（就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律）

内閣府
文部科学省
厚生労働省

幼保連携型認定こども園におけ
る保育教諭の配置基準（幼保連携
型認定こども園の学級の編制、職
員、設備及び運営に関する基準
（平26内閣府・文部科学省・厚生
労働省令１）５条３項）等に係る
子どもの年齢の基準日を年度途中
に変更し、保育教諭等の配置基準
が変わる場合の影響等については、
園児の発達や環境への順応といっ
た観点も踏まえながら、平成30年
度中に地方公共団体・認定こども
園等に調査を行い、その結果に基
づき必要な対応を検討し、結論を
得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

平成30年度中に、幼保連携型認定こども
園における保育教諭の配置基準（幼保連携
型認定こども園における保育教諭の配置基
準（平26内閣府・文部科学省・厚生労働省
厚生省令１）５条３項）に係る子どもの年
齢の基準日を年度途中に変更し、保育教諭
等の配置基準が変わる場合の影響等につい
て、各自治体に対し調査を実施する。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

12



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

13

施設型給付費等の算定方
法に係る事務（管外受委
託児童に係る請求及び支
払事務）の簡素化
（就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律）

内閣府
文部科学省
厚生労働省

施設型給付費等の算定方法につ
いては、事業者及び地方公共団体
の事務負担の軽減の観点から、以
下のとおりとする。
・広域利用時における請求事務等
の取扱いについては、実態調査
等を行った上で、制度運用の在
り方について検討し、平成30年
度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

広域利用時における請求事務等の取扱
いについて、実態調査等を行った。引き
続き実態調査等を行った上で、制度運用
の在り方について検討し、平成30年度中
に結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

14

放課後児童クラブと放課
後子供教室を一体実施す
る際の職員配置基準の緩
和
（児童福祉法）
※資料２ 重点事項４

文部科学省
厚生労働省

「放課後子ども総合プラン」
（平26文部科学省生涯学習政策局、
文部科学省大臣官房文教施設企画
部、文部科学省初等中等教育局、
厚生労働省雇用均等・児童家庭
局）に基づく、放課後子供教室と
一体型の放課後児童クラブの実施
については、地域の実情を踏まえ
た運用ができるよう、児童の数が
20名未満の場合における人員配置
の考え方を検討し、平成30年度中
に結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

平成30年３月27日に、自治体向けに
「「放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する基準」に係る実態調査につ
いて」を発出し、登録児童数の変動や安
全確保策について実態を調査。
引き続き、調査結果等も踏まえ、平成

30年度中に結論を得るべく、検討を行う。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

13



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

15

公費負担医療における
特例的な自己負担上限
額の算定式の廃止
（健康保険法）

厚生労働省

公費負担医療における高額療養費の算
定については、地方公共団体や保険者の
事務負担や財政への影響を踏まえつつ、
その見直しの必要性について検討し、平
成30年中を目途に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。

現在、公費負担医療における高額療養
費の算定の見直しの必要性について検討
中であり、今秋の医療保険部会の意見を
聞いた上で、結論を得る予定。

16
保育所等の人員配置基
準の緩和
（児童福祉法）

厚生労働省

保育所における保育士の配置基準（児
童福祉施設の設備及び運営に関する基準
（昭23厚生省令63）33条）に係る子ども
の年齢の基準日を年度途中に変更し、保
育士の配置基準が変わる場合の影響等に
ついては、児童の発達や環境への順応と
いった観点も踏まえながら、平成30年度
中に地方公共団体・保育所等に調査を行
い、その結果に基づき必要な対応を検討
し、結論を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

平成30年度中に、保育所における保育
士の配置基準（児童福祉施設の設備及び
運営に関する基準（昭23厚生省令63）33
条）に係る子どもの年齢の基準日を年度
途中に変更し、保育士の配置基準が変わ
る場合の影響等について、各自治体に対
し調査を実施する。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

17

放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準に係る
「従うべき基準」の
廃止又は参酌化
（児童福祉法）
※資料２ 重点事項４

厚生労働省

放課後児童健全育成事業（子ども・子
育て支援法（平24法65）59条５号及び児
童福祉法６条の３第２項）に従事する者
及びその員数（児童福祉法34条の８の２
第２項）に係る「従うべき基準」につい
ては、子どもの安全性の確保等一定の質
の担保をしつつ地域の実情等を踏まえた
柔軟な対応ができるよう、参酌化するこ
とについて、地方分権の議論の場におい
て検討し、平成30年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

「平成29年の地方からの提案等に関
する対応方針」において、「地方分権
の議論の場において検討」することと
されたことを踏まえ、平成30年２月19
日及び５月11日に提案募集検討専門部
会で議論。
引き続き、平成30年度中に結論を得

るべく、地方分権の議論の場において
検討を行う。

18

放課後児童支援員の
配置数の緩和
（児童福祉法）
※資料２ 重点事項４

厚生労働省

放課後児童支援員（放課後児童健全育
成事業の設備及び運営に関する基準（平
26厚生労働省令63）10条１項）の員数に
ついては、登録児童数が少ない場合、地
域の人口が少ない場合又は学校との連携
が可能な場合等に対応できるように、地
方分権の議論の場において検討し、平成
30年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。

「平成29年の地方からの提案等に関
する対応方針」において、「地方分権
の議論の場において検討」することと
されたことを踏まえ、平成30年２月19
日及び５月11日に提案募集検討専門部
会で議論。
引き続き、平成30年度中に結論を得

るべく、地方分権の議論の場において
検討を行う。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

19

児童厚生員に対する放
課後児童支援員の資格
要件の緩和
（児童福祉法）
※資料２ 重点事項４

厚生労働省

認定資格研修の受講科目につい
ては、認定資格研修及び子育て支
援員研修の実施状況に係る調査を
踏まえ、子育て支援員研修(放課
後児童コース)修了者及び児童厚
生員研修修了者について重複する
科目を一部免除することについて
検討し、平成30年度中に結論を得
る方向で検討する。その結果に基
づいて平成31年度までに必要な措
置を講ずる。

平成30年３月27日に、自治体向けに
「「放課後児童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準」に係る実態調査につい
て」を発出し、放課後児童支援員認定資格
研修に関する自治体の考え方を調査。
引き続き、調査結果等も踏まえ、平成30

年度中に結論を得るべく、検討を行う。

20

子育て短期支援事業の
実施施設に関する規制
緩和
（児童福祉法）

厚生労働省

子育て短期支援事業（６条の３
第３項）の実施施設については、
子育て短期支援事業の実施先とし
て、里親支援機関が委託する里親
（６条の４）を対象とすることも
含め、課題を整理しながら検討し、
平成30年度中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

検討すべき課題について整理中。
平成30年度中に、事業の見直しに向けた

検討を行い、結論を得る予定。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

21

精神医療審査会における
開催・議決要件の緩和
（精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律）

厚生労働省

精神医療審査会の開催・議決
については、地方公共団体の意
見を踏まえつつ、テレビ会議等
の活用を可能とすること等につ
いて検討し、平成30年中に結論
を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

精神医療審査会の運用状況、テレビ会
議等の活用について、厚生労働省及び内
閣府の連名で地方公共団体へのアンケー
トを実施中。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

17



① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

22

児童扶養手当受給者が
公的年金給付金を遡及
受給した際の事務負担
の軽減
（児童扶養手当法）

厚生労働省

児童扶養手当の受給者が遡及して
年金を受給した場合における当該受
給者が受けた児童扶養手当の返還
（13条の２第２項）については、児
童扶養手当の支給機関が、速やかに
当該年金の受給情報を把握し児童扶
養手当の受給者に請求することがで
きるよう、児童扶養手当の支給機関
及び日本年金機構の事務負担も踏ま
えつつ、行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）に基づく情
報提供ネットワークシステムを使用
した円滑な情報共有の方策や、日本
年金機構から年金受給権者に対し児
童扶養手当を受給している場合は児
童扶養手当の返還が生じる可能性が
あることを周知することを含め、日
本年金機構及び児童扶養手当の支給
機関による周知活動の強化等につい
て検討し、平成30年中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律（平
25法27）に基づく情報提供ネットワーク
システムを使用した円滑な情報共有の方
策や、日本年金機構及び児童扶養手当の
支給機関による周知活動の強化等につい
て検討を開始した。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

23

介護福祉士試験受験資格
に必要な「介護福祉士実
務者研修」の受講時間見
直し
（社会福祉士及び介護福
祉士法）

厚生労働省

介護福祉士試験の実務経験
ルートについては、平成28年度
介護福祉士試験受験者数が減少
した要因を分析した上で介護福
祉士の量を確保する方策につい
て検討し、平成30年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講じる。

実務者研修導入による影響について調査
研究を実施し、平成28年度介護福祉士試験
受験者数が減少した要因の分析及び対応策
を検討中。

24
喀痰吸引等研修の見直し
（社会福祉士及び介護福
祉士法）

厚生労働省

喀痰吸引等研修の受講環境の
整備については、研修の実施状
況に係る調査を行った上で、そ
の結果を踏まえた適切な対応に
ついて検討し、平成30年度中に
結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

介護職員による喀痰吸引等の実施状況等
について調査研究を実施し、その結果を踏
まえた対応策を検討中。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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① 医療・福祉

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

25

市町村介護保険事
業計画の変更に係
る手続の簡素化
（介護保険法）

厚生労働省

市町村介護保険事業計画の変更（117条
９項、117条10項）に係る手続については、
市町村による当該手続の円滑化に向け、
都道府県が機動的かつ柔軟に対応するよ
う、都道府県に平成29年度中に周知する。
また、指定都市及び中核市が介護保険

施設等に対する指定・認可権限を有して
いることを踏まえ、当該手続の在り方に
ついて検討し、平成30年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

前段については、平成30年３月６日
開催の全国介護保険・高齢者保健福祉
担当課長会議において周知を行った。
後段については、今年度中に市町村

介護保険事業計画の策定に関する実態
調査を行い、その結果を踏まえ結論を
得る予定である。

26

子育て援助活動支
援事業（ファミ
リー・サポート・
センター事業）の
登録人数要件の見
直し
（子ども・子育て支
援法）

厚生労働省

子ども・子育て支援交付金の交付事業
のうち、子育て援助活動支援事業（ファ
ミリー・サポート・センター事業）（59
条12号及び児童福祉法（昭22法164）６条
の３第14項）の実施については、以下の
とおりとする。
・会員数要件については、当該事業全体
の実施状況に係る調査を実施し、50人
未満のほか、現在交付対象となってい
る会員数50人以上の市町村も含め、会
員数の区分及び基準額について検討を
行い、平成30年度中に結論を得る。そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずる。

会員数要件について、予算編成過程
において検討。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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② 教育・文化

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

27

公立博物館の所管を地
方公共団体の首長とす
ることの容認
（博物館法及び地方教育
行政の組織及び運営に関
する法律）
※資料２ 重点事項16

文部科学省

公立博物館については、
まちづくり行政、観光行政
等の他の行政分野との一体
的な取組をより一層推進す
るため、地方公共団体の判
断で条例により地方公共団
体の長が所管することを可
能とすることについて検討
し、平成30年中に結論を得
る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

公立社会教育施設について、地方公共団体の判
断により地方公共団体の長が所管することを可能
とすること等に関して、専門的な見地から検討を
行うため、平成30年２月に中央教育審議会生涯学
習分科会に「公立社会教育施設の所管の在り方等
に関するワーキンググループ」を設置し、平成30
年５月までに６回の会議を開催した。関係団体か
ら表明された意見等も踏まえつつ、論点整理を行
い、これを中央教育審議会生涯学習分科会に報告
した。

中央教育審議会生涯学習分科会で、平成30年７
月に分科会における審議のまとめを行い、８月10
日に開催された中央教育審議会総会において報告
した。

○公立社会教育施設の所管の在り方等に関する生
涯学習分科会における審議のまとめ（抜粋）

地方公共団体の判断により地方公共団体の長
が公立社会教育施設を所管することができるこ
ととする特例を設けることについて、（中略）
社会教育の適切な実施の確保に関する担保措置
が講じられることを条件に、可とすべきと考え
る。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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② 教育・文化

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

28

特別支援教育就学奨励
事業等にかかる業務の
事務負担の軽減
（特別支援学校への就学
奨励に関する法律及び高
等学校等就学支援金の支
給に関する法律）

文部科学省

（ⅰ）特別支援学校への就学奨励
に関する法律
市町村が設置した特別支援学校

の児童生徒に係る特別支援教育就
学奨励費については、支弁に係る
事務負担の軽減策について検討し、
平成30年中に結論を得る。その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。

（ⅱ）高等学校等就学支援金の支
給に関する法律
市町村が設置した高等学校等の

生徒に係る高等学校等就学支援金
については、支給に係る事務負担
の軽減策について検討し、平成30
年中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

（ⅰ）「平成30年度特別支援教育就学奨励費
負担金等事務に係る説明会」（平成30年２
月８日実施）の開催にあたり、各都道府県
教育委員会から、事務負担軽減に向けた課
題等を提出していただいたところ、事務手
続に係る質疑応答集の作成の要望が多かっ
たため、平成30年中に質疑応答集等を作成
し、事務連絡で発出する予定である。

（ⅱ）平成31年４月の運用開始に向け、マイ
ナンバーを活用したシステムの準備を進め
ているところ。これが導入されれば、これ
まで支援金の支給にあたり３年間に４度必
要とされてきた申請・届出が１度の申請の
みで対応可能となるほか、受給資格や加算
区分の確認も自動で判定可能となるなど、
支給に係る事務負担の軽減につながる。

（平成30年７月末からシステムへの接続や、
都道府県と市区町村との情報連携等について
確認を行う接続テストを開始）

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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③ 土木・建築

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

29

建設業法において国土
交通大臣に提出する許
可申請書その他の書類
の都道府県の経由事務
の廃止
（建設業法）
※資料２ 重点事項45

国土交通省

二以上の都道府県の区域にわた
る建設業の国土交通大臣に対する
許可申請等に係る都道府県経由事
務（44条の４）については、廃止
する方向で、地方公共団体及び事
業者の意見を聴きつつ、申請手続
の電子化に関する検討と併せて検
討し、平成30年中を目途に結論を
得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

都道府県経由事務の廃止に関するアン
ケート調査の実施に向けた準備を進めてい
るところ。具体的にはアンケート調査を実
施する事業者を選定し、アンケート項目等
について検討を進めている。
（７月下旬（都道府県宛：20日、建設業
者宛：23日）にアンケートを発出（提出期
限：８月24日）し、集計しているところ。
９月中旬までに最終集計を行う。）

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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③ 土木・建築

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

30

土壌汚染のおそれがな
い土地の改変などに関
し、土壌汚染対策法第
４条第１項に基づく届
出義務の廃止
（土壌汚染対策法）

環境省

一定規模以上の土地の形質変更
に係る届出（４条１項）について
は、汚染のおそれがある土地を効
率的に調査する観点から、通常人
が踏み入らない保安林において行
われる治山工事や、環境影響調査
など既存の知見により汚染のない
ことが明らかで、一定の条件下で
届出時点においても汚染のおそれ
がないことが担保されている土地
の形質変更など、客観的に汚染の
おそれがないと判断できるものを
当該届出の対象外とすること、及
び既存の知見により汚染のないこ
とが明らかになっている場合など
都道府県等が汚染のおそれがない
と速やかに判断できるときは当該
都道府県等の判断で届出後30日を
待たずに工事着手を認めることに
ついて、都道府県等の実態把握や
意向調査を行った上で検討し、平
成30年中に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。

平成30年４月３日に中央環境審議会より
環境大臣に答申された「今後の土壌汚染対
策の在り方について（第２次答申）」にお
いて、①都道府県知事において、土壌汚染
状況調査に準じた方法により調査した結果、
特定有害物質による汚染がないと判断され
た場合においては、当該区域を届出対象外
の区域として指定することができるとする
ことが適当である、②都道府県知事が土壌
の汚染のおそれがなく、調査命令を発出し
ないと判断した区域については、土地の形
質の変更予定日以前に形質変更の着手を
行っても差し支えないことにつき、環境省
から周知することが適当である、との内容
が盛り込まれたところ。
今後は、「今後の土壌汚染対策の在り方

について（第２次答申）」を踏まえ、必要
な措置を講ずる。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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④ その他

No. 事項 関係府省 29年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

31

国民健康保険事務にお
ける申請・届出等への
マイナンバーの記入の
見直し
（行政手続における特定
の個人を識別するための
番号の利用等に関する法
律）

内閣府
厚生労働省

国民健康保険法施行規則（昭33厚
生省令53）において、個人番号の記
載を義務付けている事務手続につい
ては、国民健康保険事務全体におけ
る個人番号を利用した事務処理に支
障がない限りにおいて、住民の負担
と地方公共団体の事務負担の軽減が
図られるよう、地方公共団体におけ
る運用実態等を踏まえ、個人番号の
記載の義務付けの要否について関係
府省が連携して検討し、平成30年中
に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

関係府省間で国民健康保険事務におけ
る申請・届出等への個人番号の記載の義
務付けの要否について検討中。

32

国勢調査情報の利用で
調査世帯一覧の複写を
可能とする
（統計法）

総務省

国勢調査（５条２項）の調査世帯
一覧については、必要最小限の範囲
で複写を可能とする方向で、地方公
共団体及び調査実施者からの現状把
握と意見聴取を行った上で、情報漏
えいリスクなどを考慮した具体的な
運用方法を検討し、平成30年中に結
論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

検討の方向性（必要最小限の範囲の複
写を可能とする）をふまえ、現状把握の
ため、調査実施者に対してヒアリングを
実施中。引き続き、調査実施者からのヒ
アリング、また地方公共団体に対しても
現状把握のための照会を行う予定。
照会等により得られた内容を参考に、

30年中に今後の運用方法について整理す
る。整理した内容により、必要に応じて
閲覧事務取扱要領の改正を行い、関係各
所に周知を図る。

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況
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（１）義務付け・枠付けの見直し等
○平成28年対応方針

Ⅱ．平成26年～29年の対応方針において、平成29年（度）中に「結論を得
る」等とされたもの

平成26年～29年対応方針のフォローアップの状況

26

※前回会議（平成30年６月29日）までに結論を報告したものを除く。

※平成26年、27年及び29年対応方針において、平成29年（度）中に「結論を得る」等とされたものは、全て
結論を報告済み。

No. 事項 関係府省 28年対応方針の内容
現在の対応状況の概要

※平成30年６月30日現在。その後の
特筆すべき状況があれば（ ）で記載

33

マイナンバー制
度における療育
手帳関係情報、
外国人保護関係
情報の情報提供
ネットワークシ
ステムによる情
報照会の実施
（行政手続における
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律）

内閣府
総務省
厚生労働省
国土交通省

地方公共団体が９条２項に基づ
き実施する事務（独自利用事務）
について、以下の措置を講ずる。
・療育手帳関係情報を情報連携の
対象とすることについては、提
供側の地方公共団体の意見も把
握しつつ、現場の事務が混乱す
ることのないよう、平成29年度
中に療育手帳に関する事務を独
自利用事務として条例で定める
地方公共団体が増加するよう関
係府省が連携して働きかける。
その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

関係部局長会議(平成29年１月20日開催）及び関係主管
課長会議（平成29年３月８日、平成30年３月14日開催)にお

いて、療育手帳の交付事務を行う都道府県等に対して、療育手
帳関係情報の情報連携に向けて必要となる独自利用事務条例
の制定について依頼。

また、利用事務条例の制定等について、「療育手帳のマイ

ナンバー制度における取扱いについて」（平成29年６月５
日付障害保健福祉部企画課長通知）、「療育手帳のマイナ
ンバー制度における取扱いについて」（平成30年２月26日
付障企発0226第１号）を都道府県等に対して発出した。

さらに、「マイナンバー制度に関する国と地方公共団体の推

進連絡協議会」（平成29年６月14日開催）や指定都市市長会事
務局を経由して、利用事務条例の制定等に関する働きかけを
行った。

「療育手帳関係情報のマイナンバー利用に関するアンケート
の実施について」（平成30年３月22日付事務連絡）により、都道

府県等に対して独自利用事務条例の制定状況に関する調査を
行ったところ、療育手帳の交付事務を行う67団体のうち、12団
体で条例が制定されている状況。
関係府省間で連携しながら、引続き、地方公共団体に対し働

きかけを行う。

① その他


